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令和7年12月1日現在
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女　性
面　積

２８１（＋１）
４１７（＋１）
２２２（＋１）
１９５（±０）
274.22k㎡
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主な内容
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税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【１月５日】
・国民健康保険税　 第6期

【１2月25日】
・介護保険料　　　 第5期
・後期高齢者保険料 第6期
・固定資産税　　　 第3期

　冬期は、朝晩や急な寒波により、水道管が凍結し、破損・破
裂するおそれがあります。
　長期間水道を使用しない時や、水道管が露出していたり、
屋外に蛇口があるところには、保温材や布を巻く等の対策を
行いましょう。

　令和８年９月１日施行の改正道路交通法施行令により、生活道
路における自動車の法定速度が30㎞/ｈに引き下げられます。

●生活道路とは
　主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線な
どがない道路のことです。

●引き続き自動車の法定速度が60㎞/ｈとなる道路
（1）道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯

が設けられている一般道路
（2）道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通

行が往復の方向別に分離されている一般道路
（3）高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する

加速車線及び減速車線以外のもの
（4）自動車専用道路

●道路標識等により最高速度が指定されている道路
　中央線などがない道路でも、速度規制標識が設置されて
いる道路では、その速度が最高速度となります。（例：40㎞
/hの規制標識がある道路の最高速度は40㎞/h。）

※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、
天候や視界などに応じて安全な速度で運転しましょう。

役場水道係

水道の凍結に注意しましょう！水道の凍結に注意しましょう！

毛布や
布など保温材

ビニール

※水を出したま
まにする場合
は、鉛筆の太さ
程度でも効果
があります。

対策例

奈良県警察本部　交通部　交通規制課
電話　０７４２－２３－０１１０(代表)

令和８年９月１日から
生活道路における
法定速度が引き下げられます



　
11
月
15
日
（
土
）、
ワ
ー
ス
リ
ビ
ン
グ
か
み
き
た
に
お
い
て
、
第
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回
長
寿

と
健
康
の
集
い
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
７
年
度
に
百
寿
（
満
1
0
0
歳
）・
米
寿
（
満
88
歳
）・
喜
寿
（
満
77
歳
）

を
迎
え
ら
れ
る
・
迎
え
ら
れ
た
方
や
金
婚
式
（
結
婚
50
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年
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を
迎
え
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れ
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ご
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呈
さ
れ
ま
し
た
。
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康
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シ
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。
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迎
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さ
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※
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迎
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光
男
さ
ん

　
小
倉
　
和
子
さ
ん

　
福
島
　
賢
一
さ
ん

　
杉
本
　
博
子
さ
ん

　
失
尾
　
陽
子
さ
ん

※
小
橡
地
区

　
上
平
　
け
い
子
さ
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西
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司
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山
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す
。
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も
お
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気
で
。

ご
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ざ
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ま
す
。
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
。

村の出来事Topics

　12月3日（水）、村消防団辞令交付式が行われま
した。
　新たに松尾和斗さんが入団し、小松団長から辞令
が交付され、河合分団に配属されました。
　松尾さんは「これから精いっぱい頑張ります」と
力強く話し、宣誓書を読み上げました。

消防団辞令交付式消防団辞令交付式
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　12月13日（土）、やまゆり学園マラソン大会が開催されました。
　一般参加者も含め14名が参加し、保護者の皆さんや地域の皆さんが応援する中、全選手が完走しました。

やまゆり学園マラソン大会やまゆり学園マラソン大会

　令和 7 年 12 月 1 日付で実
施された全国一斉改選に伴
い、同月 4 日（木）、村振興セン
ター 2 階会議室において民生
児童委員委嘱状伝達式を行
い、村長より 6 名の方に厚生
労働大臣からの委嘱状を伝達
しました。任期は令和 10 年
11 月30日までの 3年間です。

民生児童委員委嘱状伝達式

福西　圭子　　辻本　ひとみ
（主任児童委員）　（主任児童委員）

松島　克典　　本迫　德則
失尾　陽子　　福本　初根

【民生委員・児童委員】（敬称略）

高須　保子　　児島　美穗

【退任】（敬称略）

　続いて、本年 11 月 30 日
をもって退任された 2 名
の方に厚生労働大臣・奈良
県知事からの感謝状の伝達
及び記念品の贈呈が行われ
ました。

（※敬称略）

●1km
　島津江好美　5分55秒
　森　　望夏　6分00秒
　近野　千鶴　6分00秒

●2km
　島津江友香　10分37秒

●2.5km
　中本　鮎利　18分18秒
　𠮷田　裕翔　12分33秒

●3km
　𠮷田　暖人　19分29秒

●5km
　北岡龍ノ助　29分27秒

●10km
　金岩　佑真　1時間1分18秒
　島津江惣真　1時間5分54秒
　金岩　奏佑　1時間7分50秒

<一般参加者>
●2.5km
　中本　和秀　18分25秒

●10km
　福本　清貴　1時間7分50秒
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大掃除で防火対策を！！
　今年も残り少なくなってきました。年末年始は火気を扱う機会が増えるた
め、全国的にも火災が発生しやすくなる時期です。年末年始の大掃除をきっ
かけに、身の回りの防火対策について見直しましょう。

年末火災予防運動
　本格的な冬の到来により、暖房器具などの火気を取り扱う機会が増え、また、年末の慌ただしさか
ら火気に対する注意力が低下することもあり、より一層火災の発生に注意が必要な時季となります。
　この運動は、12月１日から31日までの１か月間、地域の皆様の火災予防の意識を高めていただき、
火災の発生を防止して尊い生命と貴重な財産を守ることを目的として実施します。

　令和７年１月から奈良県広域消防組合管内において、一般住宅の火災による死傷者
が多数発生しています。住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音で
火災の発生を知らせてくれる機器です。
　火災を早期に発見し、逃げ遅れ防止や早期通報、初期消火による被害拡大防止の効
果が期待できます。

　冷蔵庫やテレビ、洗濯機などの大型家電製品の裏側など、長年使い続けているものや普段掃除しない
場所では、ホコリが溜まりやすくなっています。このホコリがコンセントとプラグの隙間で漏電し、発
火することがあります。これをトラッキング現象といいます。
　電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いたり、トラッキング現象防止機能が備わったプラグ
やタップに変更するなどの対策をとりましょう。

コンセント周辺の清掃

　毎年、火災原因の上位には「放火」、「放火の疑い」が入っています。
　建物周辺には新聞紙やダンボールなどの燃えやすいものは置かず、放火させない環境を作りましょう。

建物周辺の整理

　住宅用火災警報器は正常に作動していますか？
　耐用年数は約１０年ですので、設置から１０年以上経過しているご家庭は、交換を検討して下さい。
また、この際に電池切れ等がないかも確認しましょう。

　以上の点を参考に皆さんで防火対策を行いましょう。
　年末年始は休日も多く、気の緩みやすい時期でもあります。火の用心を心がけ、楽しい大晦日やお正
月など、よいお年を過ごしてください！

住宅用火災警報器の点検

住宅用火災警報器を設置しましょう

◆ つけたまま寝ない！
　就寝時に火や電気をつけたままだと火災が発生しても気づくことができず、逃げ遅れの原因になり
ます。消火したことを確認してから就寝しましょう。

◆ 近くに燃えやすい物を置かない！
　ストーブの近くに衣類、カーテンなど燃えやすいものを置かないようにしましょう。

◆ 使用中の給油は絶対にしない！
　石油ストーブに灯油を給油するときは、必ず火を消してから行いましょう。また、給油の際は火気
の無い風通しの良い場所で行い、キャップを確実に閉めて燃料漏れが無いことを確認してください。

暖房器具からの火災を防ぐポイント

奈良県広域消防組合 吉野消防署 TEL 0746-32-1011
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年金だより

　令和7年度税制改正について、所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）が令
和7年3月31日に公布され、令和7年12月1日より施行されます。
　これにより、「所得税の基礎控除の引上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に改正後
の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行います。

①令和7年10月の年金支払までは改正前の所得税額で源泉徴収を行います。

②令和7年12月の年金支払時に令和7年分の改正後の所得税額と改正前の所得税額との差額を
受給者に還付します。

1.公的年金等に係る所得税の基礎控除の引上げへの対応

（2）令和 7 年分の所得税の還付対応

［令和 7 年分の公的年金からの控除額］

以下の条件をすべて満たす者が還付対象者となります。
・新法、旧法及び統合共済（旧三共済・農林共済）のいずれかの老齢年金受給者
・令和7年2月定期支払から令和7年11月随時支払に所得税の源泉徴収がある者
・国内居住者

（3）所得税の還付対象者

①基礎控除の引上げに伴い、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が205万円未満（65
歳未満は155万円未満）に引き上げられました。

②基礎控除の金額は年金額によって2段階に分かれ、対象者に引き上げ額の上乗せが適用され
ます。
ただし、令和7年分の所得税の源泉徴収については、年金額が205万円以上242万円以下
（65歳未満は155万円以上213万円以下）の場合についても、一律242万円（65歳未満は
213万円）を超える場合の控除額が適用されます。

※65歳以上で年金額が198万円超242万円以下の方（65歳未満は年金額が154万円超212万
6,667円以下）は確定申告を行うことで還付を受け取ることができる場合があります。

（1）所得税の基礎控除の引上げに係るポイント

改正前（令和7年 11月以前）

年
齢

65
歳
以
上

65
歳
未
満

年金額

158万円
以上

205万円以上
242万円以下

242万円超

213万円超

155万円以上
213万円以下

月割額の25%＋
6万5千円
（最低13万5千円）

月割額の25%＋10万 5千円
（最低 17万 5千円）

月割額の25%＋10万円
（最低 16万 5千円）

月割額の25%＋10万 5千円
（最低 13万円）

月割額の25%＋10万円
（最低 12万 5千円）

月割額の25%＋10万円
（最低 16万 5千円）

月割額の25%＋10万円
（最低 12万 5千円）

月割額の25%＋
6万5千円
（最低9万円）

108万円
以上

年金額控除額 税法上の控除額 源泉徴収における
控除額

改正後（令和7年 12月以降）

5

広　報 かみきたやま



福
祉
＆
保
育
の
お
仕
事
フ
ェ
ア
2
0
2
6

■
対
象

　
・
合
同
就
職
説
明
会
対
象
者

　
・
大
学
生
　
　
　
・
短
大
生

　
・
専
門
学
校
生
　
・
高
校
生

　
・
福
祉
や
保
育
の
仕
事
へ
の
就
職
・
転
職
希
望
者

　
・
福
祉
や
保
育
の
仕
事
に
関
心
の
あ
る
方

■
日
時

　
令
和
8
年
3
月
8
日（
日
）　
11
時
〜
15
時
30
分

■
場
所

　
奈
良
県
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

　
奈
良
市
三
条
大
路
一
丁
目
6
9
1
ー
1

■
内
容

事
前
申
込
特
典
：
す
ぐ
つ
か
え
る
！
履
歴
書
写
真

撮
影
コ
ー
ナ
ー

11
時
〜
12
時
：
参
加
法
人
に
よ
る
「
職
場
の
魅
力
P
R

タ
イ
ム
」

12
時
〜
15
時
30
分
：
合
同
就
職
説
明
会
就
職
応
援
カ
フ
ェ

■
参
加
費
：
無
料

■
問
い
合
わ
せ
　
奈
良
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
電
話
：
0
7
4
4
ー
2
9
ー
0
1
6
0

シ
ニ
ア
世
代
の
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
セ
ミ
ナ
ー

■
対
象
　
概
ね
55
歳
以
上
の
シ
ニ
ア
世
代

■
日
時
　
令
和
8
年
2
月
21
日（
土
）13
時
30
分
〜
15
時

■
場
所
　
奈
良
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
4
階

　
　
　
　
橿
原
市
大
久
保
町
3
2
0
ー
1
1

■
参
加
費
：
無
料

■
申
込
方
法

　
下
記
Q
R
コ
ー
ド
か
ら
W
E
B
申
込
ま
た
は

　
F
A
X
：
0
7
4
4
ー
2
9
ー
0
1
2
1
　

　
電
話
：
0
7
4
4
ー
2
9
ー
0
1
2
0

■
問
い
合
わ
せ

　
奈
良
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
電
話
：
0
7
4
4
ー
2
9
ー
0
1
2
0

　重
要
文
化
財
　
旧
春
日
大
社（
円
窓
）見
学
会

■
日
時

　
令
和
8
年
2
月
6
日（
金
）・
7
日（
土
）　
9
時
〜
16
時
30
分

　
※
応
募
の
際
は
時
間
を
選
ん
で
く
だ
さ
い

■
場
所

　
旧
春
日
大
社
板
倉（
円
窓
）

　
※
奈
良
市
春
日
野
町
1
6
0
　
春
日
万
葉
植
物
園
内

■
定
員
：
2
4
0
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
抽
選
、
小
学
生
以
下
は
保

護
者
同
伴

■
参
加
費
：
無
料
　

※
春
日
万
葉
植
物
園
を
鑑
賞
さ
れ
る
場
合
は
別

途
入
園
料
が
必
要

■
申
込
方
法

　
申
込
フ
ォ
ー
ム
よ
り
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
1
人
1
回
の
応
募
、1
回
の
応
募
で
2
名
ま
で

　
1
月
30
日（
金
）ま
で
に
応
募
者
に
は
メ
ー
ル
に
て

　
参
加
の
可
否
を
通
知
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　
株
式
会
社
い
ち
屋
　
旧
春
日
大
社（
円
窓
）見
学
係
会

　
電
話
：
0
7
4
2
ー
9
3
ー
4
0
9
3

給与支払報告書の提出について
　村内各事業者の皆さまは、令和 7年中に給与の支払いがあった従業員について、給与支
払報告書を作成し、税務署ならびに市町村へ提出していただく必要があります。
　令和8年 2月2日が提出期限となっておりますので、遅れる事のないようお願いします。

■提出対象者
令和7年1月1日から令和7年12月31日までに給与の支払いがあった従業員分（退
職者を含む）

■提出先
令和 8 年 1 月 1 日現在、従業員が居住している市町村

■提出期限
令和 8年 2 月 2日（月）
早期の提出にご協力をお願いします。

住民課　3-0223
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署河合駐在所

吉野消防署北山分署
２－０００５

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力送配電㈱高田配電営業所
０８００－７７７－８８１０

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

　お互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場に

していきましょう！

　ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援

団」では様々なハラスメント

対策に関する情報が掲載さ

れています。

　ご活用ください。

NO！ハラスメント！
12月は職場の

ハラスメント撲滅月間です

奈良労働局　雇用環境・均等室

TEL：0742-32-0210

お問い合わせ

働き方・休み方を見直しましょう
を上手に活用し年次有給休暇

●働き方・休み方改善ポータルサイト　
　https://work-holiday.mhlw.go.jp/ 

年休取得促進
特設サイト▶年次有給休暇取得促進特設サイト
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　ウイルスが原因の上気道炎を広くカゼ症候群と呼び、ここでは単にカゼとします。カゼは普通
の健康状態であれば自分の免疫力で自然に治ります。カゼをひいたとき、あなたの体は必要にせ
まられて咳をしています。口や鼻から原因ウイルスが侵入し喉で炎症を起こし、それを排出しよ
うとして咳をしているのです。痰が絡んでいるときは、痰を出そうとして咳をしています。そう
いった自然の反応である咳が軽度の場合は、無理に止める必要はありません。
　さらに咳止めは咳を止めるだけではなく、いろいろな内臓の動きを止める副作用が出ることが
あります。便秘したり、尿が出にくくなったり、唾液の分泌を止めて口が乾いたりすることがあ
ります。使用量や日数が増えるほどこれらの副作用が強く出ます。副作用が出ない範囲で適度に
使うのが良いと考えます。
　また、本当に咳止めがカゼの咳に効果があるかはよく分かっていません。カゼ自体は薬を使わ
なくても治る病気であり、本当に咳止めが効いたかどうかは、比較対照試験が必要ですが、大規
模な試験はこれまで行われていないようです。
　咳がつらいときはハチミツをおすすめします。ハチミツは市販の咳止めと比べて同じぐらいの
効果があるという比較対照試験があります。実際には２から３グラム程度を白湯に溶いて飲むと
良いです。ただし、ハチミツは一歳未満の乳児には与えないでください。腸内細菌叢（そう）が
未発達のためボツリヌス中毒の危険があります。
　なお、慢性肺疾患などのため咳が病状を悪化させ生活に支障をきたし、どうしても咳を止めた
いという人がおられます。その人にとって咳止めは必要な薬です。必要な人に薬が行き渡るよ
う、ご自身のその症状に本当に咳止めが必要かどうか今一度考えてみてください。

奈良県医師会

その咳止め、本当に必要ですか？

お気軽に
お問合せください

相談日の種類

目の健康相談

場　所 奈良県医師会館 1階 県民健康サービス室 (近鉄大和八木駅から北へ徒歩7分)

連絡先 〒634-8502 橿原市内膳町5-5-8 奈良県医師会各主催部会

TEL 0744-22-8502　FAX 0744-23-7796

精神科に関する健康相談

内科疾患に関する健康相談

1月13日[火]
午後2時～3時

1月13日[火]
午後3時～4時

1月21日[水]
午後1時30分～2時30分

予約必要
※受付締切 1月20日(火)

予約必要
※受付締切 1月6日(火)

予約必要
※受付締切 1月8日(木)

奈良県眼科医会

日　時 予約の必要 主催する部会

奈良県医師会の
学術部会が行う健康相談 

奈良県医師会の
学術部会が行う健康相談 

奈良県医師会
内科部会

奈良県医師会
精神々経科部会
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睡
眠
は
、
子
ど
も
、
成
人
、
高

齢
者
の
い
ず
れ
の
年
代
に
お
い
て

も
健
康
増
進
・
維
持
に
不
可
欠
な

休
養
活
動
で
す
。

　
令
和
5
年
の
国
民
健
康
・
栄
養

調
査
結
果
に
お
い
て
、
1
日
の
平

均
睡
眠
時
間
が
6
時
間
未
満
の
者

の
割
合
は
、
男
性
38
．5
%
、
女
性

43
．6
%
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
男
性

の
30
〜
50
歳
代
、
女
性
の
40
〜
50

歳
代
が
4
割
以
上
を
占
め
て
お

り
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
十
分
な

睡
眠
の
確
保
は
重
要
な
健
康
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。睡
眠
不
足
に

な
っ
て
し
ま
う
と
日
中
の
眠
気
や

疲
労
、
注
意
力
や
判
断
力
の
低
下

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
影
響
を
及
ぼ

し
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
十
分
な
睡
眠
時
間

の
確
保
、
質
の
良
い
睡
眠
を
と
る

た
め
に
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て

み
ま
し
ょ
う
。

《
睡
眠
健
康
簡
易
チ
ェ
ッ
ク
》

　
ま
ず
初
め
に
あ
な
た
の
睡
眠
健

康
度
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
当
て
は
ま
る
項
目
が
多
い
人

ほ
ど
要
注
意
で
す

・
睡
眠
時
間
が
足
り
て
い
な
い
。

・
朝
目
覚
め
た
と
き
に
休
ま
っ
た

感
覚
が
な
い
。

・
日
中
に
眠
気
が
強
い
。

・
寝
室
環
境
が
快
適
で
は
な
い
。

   

例
：
寒
い
・
暑
い
・
う
る
さ
い
・

明
る
い
な
ど
。

・
日
中
の
運
動
量
が
少
な
い
。

・
食
事
時
間
が
不
規
則
で
あ
る
。

・
夕
食
以
降
に
よ
く
カ
フ
ェ
イ
ン

を
と
る
。

・
喫
煙
や
寝
酒
習
慣
が
あ
る
。

・
睡
眠
環
境
、
生
活
習
慣
、
嗜
好

品
の
摂
り
方
を
改
善
し
て
も
眠

り
の
問
題
が
続
い
て
い
る
。

《
良
い
睡
眠
に
な
る
ポ
イ
ン
ト
》

●
睡
眠
時
間
を
十
分
に
確
保
し
ま

し
ょ
う
。

　
仕
事
、
家
庭
、
趣
味
と
忙
し
い

生
活
を
送
っ
て
い
る
と
慢
性
的
な

睡
眠
不
足
に
な
り
が
ち
で
す
。
毎

日
十
分
な
睡
眠
時
間
を
確
保
で
き

る
よ
う
生
活
を
工
夫
し
ま
し
ょ

う
。

　
週
末
に
長
く
寝
る
（
寝
だ
め
）

習
慣
は
、
平
日
の
睡
眠
不
足
の
サ

イ
ン
で
す
。

●
睡
眠
環
境
（
光
・
温
度
・
音
）

　
寝
る
前
や
寝
床
の
中
で
デ
ジ
タ

ル
機
器
の
使
用
は
、
夜
更
か
し
・

朝
寝
坊
・
睡
眠
不
足
に
つ
な
が
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
就
寝
前
は
こ

れ
ら
の
使
用
を
避
け
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

●
生
活
習
慣

　（運
動
・
食
事
・
リ
ラ
ッ
ク
ス
）

　
ス
ト
レ
ス
が
高
い
状
態
の
ま
ま

寝
床
に
入
る
と
朝
目
覚
め
た
と
き

に
感
じ
る
休
ま
っ
た
感
覚
が
低
下

し
ま
す
。
日
中
の
う
ち
に
ス
ト
レ

ス
を
発
散
さ
せ
、
寝
る
前
に
リ

ラ
ッ
ク
ス
す
る
方
法
を
身
に
つ
け

ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
適
度
な
運
動
、
し
っ
か

り
朝
食
を
食
べ
る
、
寝
る
前
の
リ

ラ
ッ
ク
ス
で
眠
り
と
目
覚
め
の
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●
嗜
好
品

　（カ
フ
ェ
イ
ン
・
お
酒
・
タ
バ
コ
）

　
夕
方
以
降
の
カ
フ
ェ
イ
ン
摂

取
、
飲
酒
、
喫
煙
は
睡
眠
の
妨
げ

に
な
る
た
め
控
え
ま
し
ょ
う
。
寝

酒
習
慣
は
か
え
っ
て
眠
り
を
悪
化

さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
就
寝
直
前
の

夕
食
や
夜
食
習
慣
も
眠
り
を
妨
げ

る
た
め
、
食
習
慣
も
併
せ
て
見
直

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
睡
眠
習
慣
を
改
善
し
て
も
眠
り

の
問
題
が
続
く
場
合
は
医
療
機
関

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

良
い
睡
眠
か
ら

　
　
　
　
　健
康
に
!
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2025

No.693
月

村のようす

令和7年12月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２８１（＋１）
４１７（＋１）
２２２（＋１）
１９５（±０）
274.22k㎡

広
報
か
み
き
た
や
ま
　

N
O
.693

発
行
／
上
北
山
村
役
場
　
　
編
集
／
総
務
課

P２・３
P４
P５
P６・７

村の出来事……………………………………
吉野消防署からのお知らせ…………………
年金だより……………………………………
お知らせ………………………………………

P８
P９
P10

奈良健康情報…………………………………
保健師だより…………………………………
奈良県警察本部からのお知らせ　ほか……

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容

12

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【１月５日】
・国民健康保険税　 第6期

【１2月25日】
・介護保険料　　　 第5期
・後期高齢者保険料 第6期
・固定資産税　　　 第3期

　冬期は、朝晩や急な寒波により、水道管が凍結し、破損・破
裂するおそれがあります。
　長期間水道を使用しない時や、水道管が露出していたり、
屋外に蛇口があるところには、保温材や布を巻く等の対策を
行いましょう。

　令和８年９月１日施行の改正道路交通法施行令により、生活道
路における自動車の法定速度が30㎞/ｈに引き下げられます。

●生活道路とは
　主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線な
どがない道路のことです。

●引き続き自動車の法定速度が60㎞/ｈとなる道路
（1）道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯

が設けられている一般道路
（2）道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通

行が往復の方向別に分離されている一般道路
（3）高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する

加速車線及び減速車線以外のもの
（4）自動車専用道路

●道路標識等により最高速度が指定されている道路
　中央線などがない道路でも、速度規制標識が設置されて
いる道路では、その速度が最高速度となります。（例：40㎞
/hの規制標識がある道路の最高速度は40㎞/h。）

※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、
天候や視界などに応じて安全な速度で運転しましょう。

役場水道係

水道の凍結に注意しましょう！水道の凍結に注意しましょう！

毛布や
布など保温材

ビニール

※水を出したま
まにする場合
は、鉛筆の太さ
程度でも効果
があります。

対策例

奈良県警察本部　交通部　交通規制課
電話　０７４２－２３－０１１０(代表)

令和８年９月１日から
生活道路における
法定速度が引き下げられます

広　報 かみきたやま


